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訴  状 

 

令和５年９月２８日 

  宮崎地方裁判所延岡支部 御中 

 

原 告  黒 木 紹 光 

  〒８８３－０００４ 宮崎県日向市浜町３丁目２９番地 

              原 告  黒 木 紹 光  

  〒８８３－０００４ 宮崎県日向市浜町３丁目２９番地 自宅（送達場所） 

                原 告  黒 木 紹 光  

                   電 話＆ＦＡＸ ０９８２－９５－０００２ 

  〒８８０－８５５５ 宮崎県日向市本町１０番５号 

        被 告  日向市長 十 屋 幸 平 

 

契約破棄及び契約締結差止請求事件 

 訴訟物の価額    算定不能 

 貼用印紙額   １３０００円 

 

第１ 請求の趣旨 

１ 被告は、令和５年８月２８日、日向市民の了承なく、勝手に大王谷プール解体工事請

負契約を締結した（「工事請負契約書（甲１）」）。また、被告は、令和５年９月１５日、令和

５年第４回日向市議会において、大王谷プール解体後の跡地に日向市総合体育館を建設する

設計施工契約３６億８８５２万円を認める第７０号議案（「工事請負契約の締結について（甲

２）」）を賛成多数で可決した。これらの被告の行為は、明らかに地方自治法及び公共サービ

ス基本法違反かつ環境権侵害であるから、無効であり、大王谷プール解体工事請負契約破
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棄を求めると共に、日向市総合体育館設計施工契約締結の差止めを求める。 

 

２ 訴訟費用は、被告の負担とする 

との判決ならびに仮執行宣言を求める。 

 

第２ 請求の原因 

１ 当事者 

 原告は、日向市の住民である。 

 被告は、日向市政において、日向市を統轄し、これを代表する市長である。 

 

２ 被告による違法な大王谷プール解体工事請負契約締結 

（１）大王谷プールは、日向市において唯一の市営プールであり、小中学校が夏休み期間

である７月下旬から８月下旬までの３７～３８日間しか営業しないにもかかわらず、毎年

約６０００名（「大王谷運動公園水泳場使用者数（甲３）」平成３０年６１０１名、令和元

年５８６９名、令和５年５８２３名 ＊コロナの影響で営業日数が少なかった令和２～４

年は除いた。）の利用者があって、多くの日向市の子供たちの貴重な楽しみとなってきた。 

 この人気の理由は、「大王谷プール写真（甲４）」の通り、大王谷運動公園という日常

の喧騒を忘れられる静かで緑に囲まれた環境の中に、乳幼児から大人まで低料金（乳幼児

１１０円、児童生徒２２０円、一般３３０円）で半日楽しく過ごせる充実した施設だから

である。子供たちに大人気の流れるプール、乳幼児を安心して水遊びさせられる乳幼児プ

ール、競技として水泳をするための２５ｍプールという３タイプのプールが、周囲に休む

スペースを確保しながら適度に配置されている。 

このすばらしい環境の中のこの施設が多くの市民、とりわけ子供達に愛され、公共施

設として価値が高いことは、利用者数（甲３）、写真（甲４）、インスタグラムに掲載さ

れた寄せ書き色紙（「インスタグラム寄せ書き色紙（甲５）」）に書かれた子供たちの声な
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どから十分過ぎるくらい理解できる。 

（２）したがって、大王谷プール利用によって得られる付加価値は、日向市民が有する

公共施設の利用による公共サービスを受ける権利のひとつであるから、これを被告が侵

害することは許されない。 

 にもかかわらず被告は、令和５年８月２８日、勝手に「大王谷プール解体工事請負契

約（甲１）」を締結した。被告の本行為は、明らかに地方自治法及び公共サービス基本法

違反であり、環境権の侵害であるから、無効であり、契約破棄を求める。 

 

３ ２項により侵害された権利①公共サービスに係る住民の権利 

（１）地方自治法第１０条２項「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通

地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負

う。」に定められている地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利とは、公共サー

ビスを受ける権利である。 

ここで、「公共サービス」とは、公共サービス基本法第２条「この法律において「公共

サービス」とは、次に掲げる行為であって、国民が日常生活及び社会生活を円滑に営む

ために必要な基本的な需要を満たすものをいう。」また、１号「国又は地方公共団体の事

務又は事業であって、特定の者に対して行われる金銭その他の物の給付又は役務の提供」、

２号「前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が行う規制、監督、助成、広報、

公共施設の整備その他の公共の利益の増進に資する行為」である。 

さらに、公共サービス基本法第３条（基本理念）３号「公共サービスについて国民の

自主的かつ合理的な選択の機会が確保されること。」及び同４号「公共サービスに関する

必要な情報及び学習の機会が国民に提供されるとともに、国民の意見が公共サービスの

実施等に反映されること。」と定められている。 

（２）したがって、日向市民及び地区住民は、日常生活及び社会生活を円滑に営むため

に必要な基本的な需要を満たすために、日向市から公共の利益の増進に資する行為（適
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切な公共サービス）を受ける権利、そして公共サービスを選択する機会を確保する権利

及び公共サービスの実施について意見を反映する権利を有している。 

ところが、被告は、日向市民に対して、日向市民が大王谷プールという公共施設を利

用することによって得られる付加価値を奪うことになることを知りながら、十分な周知

及び協議を経ずに、秘密裡に大王谷プール解体工事請負契約を締結した。この行為は、

日向市民及び地区住民が公共施設利用による公共サービスを受ける権利、公共サービス

を選択する機会を確保する権利及び公共サービスの実施について意見を反映する権利を

明らかに侵害しており、地方自治法及び公共サービス基本法違反である。 

 

４ ２項により侵害された権利②環境権 

（１）環境権論によれば、「環境権」とは、「良き環境を享受し、かつこれを支配し得る

権利」であり、「人間が健康な生活を維持し、快適な生活を求める権利」であると言われ

る。ここに言う「環境」とは、大気、水、日照、静穏、景観などの自然的環境のみなら

ず、社会的諸施設や文化的遺産など、広く社会的、文化的環境を含むものであって、環

境権は、すべての人々が、その共通の財産として、かかる環境を享受しうるという意味

において、すべての国民なかんずく一定地域の住民の共有に属するものとされている。 

 そして、このような環境権は、国または地方公共団体に対し良き環境の確保を要求し

うる権能を含む点において、生存権的基本権の一面をもつとともに、強大な力を持つ企

業の侵害から社会的弱者である公害の被害者を守るための権利としての社会権の一種に

属し、その憲法上の根拠は１３条及び２５条の規定に求められている。 

（２）環境権論は、環境権の対象である環境の中に、大気、水、日照、静穏、景観、社

会的諸施設や文化的遺産などを含め、これらを区別することなく一律に取り扱っている。

そして、この立場から、都市生活において、環境の利用・配分並びにその維持について

は、人々の了解事項として、一定の規約・規律が存在しており、特定の人間による勝手

な変容や独占は許されないという主張が有効となる。 
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 今日、環境権がもつ綱領的権利としての意義や有用性について、これを否定する見解

はほとんどない。また、環境権の意義は、単に綱領的な権利としての性格のみに留まら

ず、すべての環境破壊行為に対して、住民がその差止めを求める権限として、直接裁判

で主張できる具体的な法的権利たりうるものでなければならない、とされる。 

 さらに、環境権論は、環境が破壊されれば、直ちに、地域住民による差止が認められ

るべきだとし、環境共有の法理に基づいて請求権者を地域住民全体に拡大しうるものと

するとともに、差止の要件として、加害者の故意、過失は全く問題にすべきではないと

する。 

（３）そうすると、大王谷プールという公共施設の利用については、現に毎年６０００

名近い利用者がいて、地区住民の了解事項として、夏休み期間中の地区住民とりわけ子

供達にとって、生活に密着したなくてはならない公共施設として存在してきた事実の前

で、被告による勝手な変容（解体工事）は、まぎれもなく環境破壊であり、環境権の侵

害であるから、許されない。 

 

５ 日向市総合体育館設計施工契約締結の違法性 

（１）被告は、令和５年９月１５日第４回日向市議会において第７０号議案（「工事請負契約の締

結について（甲２）」）を提出し、本議案は賛成多数で可決された。仮に、被告が日向市総合

体育館設計施工契約を締結した場合、本契約締結行為は違法である。 

 なぜなら、日向市総合体育館は、２項で示した大王谷プール解体後の跡地に建設する

からである。つまり、日向市総合体育館設計施工契約は２項で示した違法な大王谷プー

ル解体工事請負契約を前提としたものであるから、すなわち、大王谷プールが解体され

なければ、日向市総合体育館は物理的に施工が不可能であるので、違法契約及びその履

行を前提とした日向市総合体育館設計施工契約は違法である。 

（２）刑法第２５６条（盗品譲受等）の第２項「前項に規定する物を運搬し、保管し、

若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役
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及び五十万円以下の罰金に処する。」の通り、盗品であることを知りながらそれを有償で

譲り受け、転売すれば違法である。 

 同様に、大王谷プール解体工事請負契約締結行為及びその履行が違法であることを知

りながら、日向市総合体育館設計施工契約を締結する行為は違法である。 

（３）一方、「大王谷プール解体工事中止を求める署名４７２名分（甲６）」の通り、大

王谷プールは、多くの市民に愛され親しまれている日向市民の重要な公共施設であり、

大半の市民は大王谷プール解体とこの世紀の無駄遣いに反対している。日向市民の一部

である〇〇〇〇他２名が、「日向市総合体育館建設計画についての意見（甲１２）」で述

べているように、大半の市民の反対意思は明白であり、疑問の余地はない。また、この

計画の理解不能の無謀な推進に対しては、利権の臭いが感じ取れる。 

 さて、日向市総合体育館設計施工契約は、３６億８８５２万円という巨額契約（甲２）

であるが、ここで今現在日向市が置かれている特有の状況を考慮しなければならない。

なぜなら、日向市は、令和６年３月１７日、日向市長選挙が予定されている。 

 したがって、このような状況下で、仮に、大王谷プールが解体され、日向市総合体育

館設計施工契約が締結されたら、日向市民は、貴重な公共施設を失った上多大な経済的

損失を被る、少なくとも、その可能性が極めて高い。 

 なぜなら、現総合体育館建設計画を推進する被告が、令和６年３月の市長選挙で反対

する候補者に負けた場合、反対の信任を受けた新市長によって日向市総合体育館設計施

工契約は契約破棄されるからである。そうなれば、日向市民は、大王谷プールという貴

重な公共施設を失った上、契約破棄に伴う多額の賠償金の支払い義務を負う。 

 多大な経済的損失の見込み額は、業者選定委託業務費５０００万円＋大王谷プール解

体工事費５６１７万円＋設計施工契約破棄に伴う賠償金７億３７７０万円（契約金３６

億８８５２万円の２０％）＝８億４３８７万円となり、さらに、失われた大王谷プール

再建費用数億円が加算される。 

（４）仮に、前段で示した損失が現実になった場合、大王谷プール解体工事と日向市総
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合体育館設計施工契約締結行為は、背任罪に該当する。なぜなら、当該行為は、行為時

に総合的に見て、日向市に利益が生じる可能性より不利益が生じる可能性が高いにもか

かわらず当該行為に出ることにより、被告に与えられた裁量を明らかに逸脱する任務違

背になるからである。 

 逆に言えば、当該損失は、被告の裁量権の行使によって未然に避けることができる。

また、当該損失は、令和６年３月の市長選挙までわずか６か月間大王谷プール解体工事

と日向市総合体育館設計施工契約締結行為を保留（一時停止）することによっても未然

に避けることができる。 

 被告が、それを知りながら、不当に当該建設計画推進を強行し当該損失が現実となっ

た場合、行政手続き上の違法性の有無に関係なく、被告の日向市政を統括する責任を負

う立場からすれば、当該行為は明らかに裁量を逸脱する重大かつ明白な瑕疵だと言える

ので、任務違背があったと認められる。 

 

６ 原告被告間の交渉経緯 

（１）原告は、被告に、令和５年５月２２日「日向市総合体育館建設計画中止を求める

請願書」を提出し、日向市総合体育館建設計画自体の見直し及び中止を求めた。これに

対して、被告からは無回答だった。 

（２）原告は、被告に、令和５年６月１３日「日向市総合体育館建設計画停止を求める

請願書（甲７）」を提出し、日向市総合体育館建設計画推進の一時停止を求めた。これに

対して、被告からは無回答だった。 

（３）原告は、被告に、令和５年８月２８日「日向市総合体育館建設計画一時停止を求

める上申書（甲８）」を提出し、再び日向市総合体育館建設計画推進の令和６年３月日向

市長選挙までの一時停止を求め、回答を求めた。これに対して、被告からは無回答だっ

た。 

 被告は、同日、勝手に「大王谷プール解体工事請負契約（甲１）」を締結した。 
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（４）原告は、被告に、令和５年９月４日「日向市総合体育館建設計画一時停止を求め

る上申書第２（甲９）」を提出し、再び日向市総合体育館建設計画推進の令和６年３月日

向市長選挙までの一時停止を求め、令和５年９月８日午後５時までの回答を求めた。こ

れに対して、被告からは無回答だった。 

（５）被告は、令和５年９月１５日第４回日向市議会において第７０号議案（「工事請負契約の

締結について（甲２）」）を提出し、本議案は賛成多数で可決された。原告は、被告に、令和

５年９月１９日「訴訟予定告知書（甲１０）」を提出し、再び日向市総合体育館建設計画

推進の令和６年３月日向市長選挙までの一時停止を求め、令和５年９月２７日までの回

答を求めた。これに対して、被告から原告に、令和５年９月２２日付「回答書（甲１１）」

が届いた。 

 「回答書（甲１１）」の内容は、原告が求める日向市総合体育館建設計画推進の令和６

年３月日向市長選挙までの一時停止ではなく、無謀にも、日向市総合体育館建設計画推

進を強行するというものだった。 

 

７ 被告による日向市総合体育館建設計画推進強行が誤りであること 

（１）被告は、「回答書（甲１１）」において、「（市民説明会及び市民アンケート調査の

結果、）市民の皆さんにご理解をいただいていることを確認しております。」とし、行政

手続き上の瑕疵はないと主張している。 

 しかし、被告の主張は失当である。その理由は三つある。ひとつは、「大王谷プール解

体工事中止を求める署名４７２名分（甲６）」の通り、被告による現行日向市総合体育館

建設計画に反対する多数（原告の予想では市民の７０～８０％）の意見があること。し

たがって、被告が主張する「市民の皆さん（マジョリティ）にご理解をいただいている」

という事実はない。 

（２）次に、原告が問題としているのは、被告が、５項で示した８億円を超える巨額損

失の原因を作らない合理的選択ではなく、巨額損失の原因を作る可能性が高い非合理的
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選択を取ろうとしている任務違背行為である。任務違背を判断する上で、「行為時に総

合的に見て、日向市に利益が生じる可能性より不利益が生じる可能性が高い」ことが要

件となるが、換言すれば、「不利益が生じる可能性が高い」とは、「本人に財産上の損

害を加える」ことの認識認容があれば足り、任務違背の故意が認められる。 

 したがって、本件においては、行為時に、５項で示した８億円を超える巨額損失を予

見できたかどうかが問われ、予見できる場合は、未必的認識認容が肯定される。そして、

本件の場合、令和６年３月日向市長選挙において日向市総合体育館建設計画の是非が争

点になり、堅実な財政支出を望む市民が日向市総合体育館建設計画に反対することは明

白なので、そうした認識を原告によって促され（甲７～１０）共有している筈の被告に

おいて５項で示した８億円を超える巨額損失が予見できることも明白である。 

 すなわち、巨額損失の予見を前提とした日向市総合体育館建設計画推進の強行が誤り

であることは、言うまでもない。 

（３）三番目に、被告において当該巨額損失を回避することができるのかどうかが、任

務違背の故意の認定を左右する。例えば、救済融資の事例のように、融資先企業の倒産

の危機という逼迫した状況においては、十分な担保がなくとも融資し、企業の再建を図

ることが本人の利益になるという判断には、任務違背の故意は認定されない。 

 一方、本件の場合は、日向市総合体育館建設計画推進を今強行しなければ、日向市に

不利益をもたらすような逼迫した事情は存在しない。それどころか、まったく逆で、今

日向市総合体育館建設計画推進を強行すれば、日向市に不利益をもたらす可能性が高い。

そして、今日向市総合体育館建設計画推進を強行しなければならない正当な理由は存在

しない。 

 被告は、大王谷プール解体工事と日向市総合体育館設計施工契約締結前の現時点で当

該巨額損失を回避することが容易にできるのであり、容易に回避できた当該巨額損失を

回避する機会を自ら放棄してもたらしたとしたら、被告の任務違背の故意は断定的に認

められる。 
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 因みに、なぜ被告は、正当な理由がないにもかかわらず、当該計画推進を強行しよう

としているのだろうか？考えられる理由は、「利権」しかない。総額４２億円もの当該計

画は、言い換えれば、受注会社にとって４２億円もの売上機会であり、またとない利益

確保機会である。今多くの市民の間で、特定企業に対する利益供与と関係者間の再分配

の噂が囁かれている。被告の非合理的不自然過ぎる当該計画推進の強行の理由が、それ

以外に考えられないからである。 

 

８ 参考例：宮崎県川南町の場合 

 川南町においては、人口減少の影響から、二つの中学校を統合する計画が進められて

いた。町民の意見が分かれる中、前日高町長は、令和５年４月２３日実施の町長選挙を

待たずに、わずか４０日前の令和５年３月１３日、株式会社教育施設研究所と新中学校

建設基本・実施設計業務委託契約２億５３００万円を締結した。（甲１３） 

 令和５年４月２３日、町長選挙（甲１４）が行われた結果、争点である「新中学校校

舎の新設」に反対した現東町長が当選した。現東町長は、選挙公約通り、新中学校建設

基本・実施設計業務委託契約を解除し、賠償金４２９１万円（契約金額の１７％）を支

払う決定をした。（甲１５） 

 もし、前日高町長が、町長選挙わずか４０日前の新中学校建設基本・実施設計業務委

託契約を締結していなかったら、賠償金４２９１万円の支払い義務は生じていなかった。

前日高町長の無謀かつ傲慢な計画推進が、結果的に多大な損害を町民に与えた。 

 川南町の事例は、日向市の近未来を示唆しており、日向市の場合は、川南町の１５倍

規模以上の損害となるので、同様な失政は絶対許されない。その全責任は被告にある。 

 

９ よって、 

 原告は、被告に対し、請求の趣旨記載の判決ならびに仮執行宣言を求める。 

                                     以上
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                  証拠方法 

１ 甲第１号証  「工事請負契約書」 

２ 甲第２号証  「工事請負契約の締結について」 

３ 甲第３号証  「大王谷運動公園水泳場使用者数」 

４ 甲第４号証  「大王谷プール写真」 

５ 甲第５号証  「インスタグラム寄せ書き色紙」 

６ 甲第６号証  「大王谷プール解体工事中止を求める署名４７２名分」 

７ 甲第７号証  「日向市総合体育館建設計画停止を求める請願書」 

８  甲第８号証  「日向市総合体育館建設計画一時停止を求める上申書」 

９  甲第９号証  「日向市総合体育館建設計画一時停止を求める上申書第２」 

１０ 甲第１０号証 「訴訟予定告知書」 

11 甲第１１号証  「回答書」 

12 甲第１２号証 「日向市総合体育館建設計画についての意見」 

13 甲第１３号証 「プロポーザル審査結果の公表について」 

14 甲第１４号証 ＭＲＴニュース川南町町長選挙争点記事 

15 甲第１５号証 宮日新聞川南町解約金記事 

 

                  附属書類 

１ 訴状副本                 １通 

２ 甲号証写し               各２通 

３ 証拠説明書                ２通 


